










　（第４面）

１　役員及び政令で定める使用人の状況　 （令和6年8月26日現在）

２　適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の状況

３　国内における代表者又は国内における代理人の状況

非常勤

杉本
すぎもと

　俊造
しゅんぞう

監査役

089（933）1513

非常勤

白石
しらいし

　和史
かずひと

（別添３：役員及び政令で定める使用人並びに適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務
所等の状況）

平尾
ひらお

　秀一郎
しゅういちろう

ひめぎんリース株式会社

政令で定める使用人の種別役職

松本
まつもと

　学
がく

非常勤

運用を行う部門を統括し、法令等遵守
業務を統括する者の権限を代行し得る
地位にある者

（ふ　り　が　な）
氏 名 又 は 名 称

代表取締役

本社

渡辺
わたなべ

　修
おさむ

取締役

金融商品の価値等の分析に基づく投資
判断を行う者

法令等を遵守させるための指導に関す
る業務を統括する使用人その他これに
準ずる者

（注意事項）
　　１　外国法人にあっては、国内における代表者（法第63条第７項第１号ニに規定する者を
　　　いう。以下この様式において同じ。）について本表に記載する必要はないが、「３　国
　　　内における代表者又は国内における代理人の状況」欄に記載すること。
　　２　「政令で定める使用人の種別」の欄には、「法令等を遵守させるための指導に関する
　　　業務を統括する使用人その他これに準ずる者」又は「運用を行う部門を統括する使用人
　　　その他これに準ずる者」に該当する場合に、その種別について記載すること。
　　３　婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名又は名称」欄に（　）書
　　　きで併せて記載することができる。

取締役見
み

乘
のり

　敏章
としあき

監査役 非常勤

武田
たけだ

　晋
しん

典
すけ

該当
がいとう

なし

部長（投資運用担当
兼法務担当）

松山市南持田町27番地1

副社長

電　話　番　号

（注意事項）
　１　届出者が外国法人である場合には国内における代表者について、外国に住所を有
　　する個人である場合には国内における代理人（法第63条第７項第２号ニに規定する
　　者をいう。）について記載し、それ以外の場合は記載を要しない。
　２　婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名、商号又は名称」欄
　　に（　）書きで併せて記載することができる。

（注意事項）
　適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所ごとに記載すること。

（ふ　り　が　な）
氏　名、商　号　又

は　名　称
所　在　地　又　は　住　所 電　話　番　号

商号、名称又は氏名

名　　称 所　在　地
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